
社会福祉施設における
労働災害発生状況について

～介護従事者の人材確保のためにも
腰痛予防の取組が急務です～

令和３年度 社会福祉施設における腰痛等労働災害防止研修会

令和３年１１月

横浜南労働基準監督署 安全衛生課 関川晃



１ はじめに
社会福祉施設における休業4日以上の労働災害は増加傾向が続い
ています。また、厚生労働省では、介護従事者の数は、高齢者数が
ピークを迎える2040年度には推計約69万人が不足すると発表しており
ます。さらに、大都市地域では、介護職の求人倍率が実に48倍にまで
上昇していて人材が不足しているという最近の報道もありました。

腰痛の発症は、思った以上に休業が長引き、社会福祉施設における
貴重な人材が離職せざるを得ない理由の一つにもなり得ます。

介護従事者の人材確保のためにも、労働災害防止活動、特に腰痛
予防について、経営トップの主導の下、事業者と介護職員が一体となっ
て考え、そして取り組んでいただきたいと考えています。
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２－１ 第１３次労働災害防止推進計画

全国、そして神奈川労働局及び神奈川県下の労働基準監督署
においては、現在、第１３次労働災害防止推進計画（平成３０年～
令和４年の５か年、略称「１３次防」）に取り組んでいます。

社会福祉施設については、１３次防の重点業種として位置付け、
休業４日以上の死傷災害について、基準年の５％以上の減少を目
標に掲げています。
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２－２ 第１３次労働災害防止推進計画

例えば、横浜南労働基準監督署における社会福祉施設の

１３次防の目標は、基準年である

平成２９年の死傷災害４９件 に対して、

令和４年には４６件以下に減少させる

こととしています。しかしながら、平成３０年から、毎年、各年

の目標値を上回り続けています。
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＊ 横浜南署以外では、

令和２年は前年比で鶴見署５．２％、横浜北署６０．７％、横浜西署５５．９％の増加となっています。

令和２年は、前年比
１３．７％！
（73件→83件）

グラフで見る１３次防の目標値と労働災害の推移

（横浜南労働基準監督署）
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＊業務上の新型コロナウイルスの感染による災害件数を差し引いても顕著に増加しています。

令和３年９月末では前年
同期比で
６８．２％増！
（44件→74件）

増加傾向が止まらない
状況です。

令和元年（２０１９年）以降の月別災害発生件数の推移

（横浜南労働基準監督署、休業４日以上）
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＊全産業では令和２年は前年比４．４％増加ですが、社会福祉施設では実に３２．１％も増加しています。

＊年千人率・・・労働者1,000人当たり１年間に発生する死傷者数を示します。社会福祉施設で急激に高まっています。

１３次防期間中の全国の統計をみてみましょう（休業4日以上）

前年比32.1％
増加！

前年比4.4％
増加！

年千人率も
急増です！
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３－１ 社会福祉施設の災害の特徴
社会福祉施設の労働災害の特徴は、

①動作の反動・無理な動作（主に急性腰痛）

によるものと、

②転倒災害

の２つの事故の型で死傷災害の大多数を占めるという特徴がありま
す。

また、サービス系統別で分類した統計もあります。
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３－２ 社会福祉施設の災害の特徴（全国）
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４－１ 社会福祉施設の災害の特徴

それでは、横浜市内の４つの労働基準監督署（横浜南、鶴見、

横浜北、横浜西）の労働災害発生状況を、事故の型別、腰痛の

割合、年齢別、休業期間別にみてみましょう。

事故の型別に着目すると、取るべき労働災害防止対策の優先

度が見えてきます。
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４－２ 社会福祉施設の災害の特徴
（４署別 事故の型別）

動作の反動・無理な動作が最多です。転倒と合わせて約６割！（グラフの数字は「件数，パーセンテージ」

を併記しています。以下同じ。）

動作の反

動・無理な

動作, 107, 

35%

転倒, 77, 

25%交通事故, 24, 8%

墜落・転落, 23, 7%

激突, 18, 6%

切れ・こすれ, 7, 2%

飛来・落下, 5, 2%

はさまれ・巻き込まれ, 7, 2%

激突され, 7, 2%

崩壊・倒壊, 3, 1%

高温・低温の物と

の接触, 2, 1% その他, 29, 9%

社会福祉施設の事故の型別（横浜南署）

１３次防期間３０９件

動作の反

動・無理な

動作, 32, 

41%

転倒, 16, 

21%

交通事故, 7, 9%

墜落・転落, 5, 

7%

激突され, 5, 6%

激突, 4, 5%

飛来・落下, 1, 

1%

はさまれ・巻き

込まれ, 1, 1% その他, 7, 9%

社会福祉施設の事故の型別（鶴見署）

１３次防期間７８件
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４－３ 社会福祉施設の災害の特徴
（４署別 事故の型別）

＊動作の反動・無理な動作が４割近くで最多です。転倒と合わせて約６割を占めます！

動作の反

動・無理な

動作, 181, 

35%

転倒, 126, 25%激突, 31, 6%

交通事故, 26, 5%

墜落・転落, 17, 3%

はさまれ・巻き込

まれ, 11, 2%

激突され, 12, 2%

切れ・こすれ, 12, 2%

飛来・落下, 7, 2%

その他, 90, 18%

社会福祉施設の事故の型別（横浜北署）

１３次防期間５１３件

動作の反

動・無理な

動作, 175, 

36%

転倒, 115, 

24%

墜落・転落, 25, 

5%

交通事故, 17, 4%

激突され, 15, 3%

激突, 12, 2%

はさまれ・巻き

込まれ, 12, 2%

切れ・こすれ, 9, 2%

高温・低温の物と

の接触, 4, 1%

飛来・落下, 2, 0%

その他, 103, 21%

社会福祉施設の事故の型別（横浜西署）

１３次防期間４８９件
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４－４ 社会福祉施設の災害の特徴（４署合計）

＊動作の反動・

無理な動作が

４割近くで最多

です。転倒と

合わせて６割

を占めています！

動作の反動・無理

な動作, 495, 36%

転倒, 334, 24%交通事故, 74, 5%

墜落・転落, 

70, 5%
激突, 65, 5%

はさまれ・巻き込

まれ, 31, 2%

激突され, 39, 3%

切れ・こすれ, 28, 2%

飛来・落下, 15, 1%

高温・低温の物との接触, 6, 0%

崩壊・倒壊, 3, 0%

その他, 229, 17%

社会福祉施設の事故の型別（４署合計）

１３次防期間１３８９件
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５－１ 社会福祉施設の災害の特徴
（４署別 腰痛の割合）

＊動作の反動・無理な動作に占める最多は腰痛です！鶴見署においては６割を占めてい
ます。

腰痛, 43, 

40%
腰痛以外（頸部、背

部、手首、足首な

ど）, 64 , 60%

動作の反動・無理な動作１０７件に占める

腰痛の割合（横浜南署）１３次防期間

腰痛, 19, 

59%

腰痛以外（頸

部、背部、手

首、足首な

ど）, 13 , 41%

動作の反動・無理な動作３２件に占める

腰痛の割合（鶴見署）１３次防期間
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５－２ 社会福祉施設の災害の特徴
（４署別 腰痛の割合）

＊動作の反動・無理な動作に占める最多は腰痛です！

腰痛, 69, 

38%
腰痛以外（頸

部、背部、手

首、足首な

ど）, 112 , 62%

動作の反動・無理な動作１８１件に占める

腰痛の割合（横浜北署）１３次防期間

腰痛, 94, 

54%

腰痛以外（頸

部、背部、手

首、足首な

ど）, 81 , 46%

動作の反動・無理な動作１７５件に占める

腰痛の割合（横浜西署）１３次防期間
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５－３ 社会福祉施設の災害の特徴
（４署合計 腰痛の割合）

＊動作の反動・無理な動作に占める最多は腰痛です！半数近くを占めています。

腰痛, 225, 

45%
腰痛以外（頸部、

背部、手首、足首

など）, 270 , 55%

動作の反動・無理な動作４９５件に占める

腰痛の割合（４署合計）１３次防期間
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次に、腰痛の発症を年齢別にみてみ
ましょう
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６－１ 社会福祉施設の災害の特徴
（４署別 腰痛の年齢階層別）

＊中でも４０歳台に多く発症しています！

２９歳以下, 7, 

16%

３０歳台, 9, 

21%

４０歳台, 12, 28%

５０歳台, 10, 

23%

６０歳以上, 5, 

12%

腰痛４３件の年齢別（横浜南署）

１３次防期間

２９歳以下, 

3, 16%

３０歳台, 4, 

21%４０歳台, 8, 

42%

５０歳台, 2, 

10%

６０歳以上, 2, 11%

腰痛１９件の年齢別（鶴見署）

１３次防期間
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６－２ 社会福祉施設の災害の特徴
（４署別 腰痛の年齢階層別）

＊４０歳台だけでなく、あらゆる年齢階層で発症しています！

２９歳以下, 

16, 23%

３０歳台, 10, 

15%

４０歳台, 18, 

26%

５０歳台, 14, 

20%

６０歳以上, 

11, 16%

腰痛６９件の年齢別（横浜北署）

１３次防期間

２９歳以下, 

14, 15%

３０歳台, 30, 

32%
４０歳台, 21, 

22%

５０歳台, 18, 

19%

６０歳以上, 

11, 12%

腰痛９４件の年齢別（横浜西署）

１３次防期間
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６－３ 社会福祉施設の災害の特徴
（４署合計 腰痛の年齢階層別）

＊繰り返しになりますが、あらゆる年齢階層で発症しています！

２９歳以下, 40, 

18%

３０歳台, 53, 

23%４０歳台, 59, 

26%

５０歳台, 44, 

20%

６０歳以上, 29, 

13%

腰痛２２５件の年齢別（４署合計）

１３次防期間
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次に、腰痛の休業期間をみてみま
しょう
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７－１ 社会福祉施設の災害の特徴
（４署別 腰痛の休業期間）

＊このデータは見込みの休業日数（労働者死傷病報告）によるため、実際の休業日数はもっと多い可能性があります。

＊休業１か月未満が最多ですが、休業１～３か月と３か月超でも２０％前後を占めています！
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７－２ 社会福祉施設の災害の特徴
（４署別 腰痛の休業期間）

＊休業１～３か月と３か月超で３０％前後を占めています！
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７－３ 社会福祉施設の災害の特徴
（４署合計 腰痛の休業期間）

＊休業１～３か月と３か月超で２５％を占め、中には休業１２か月以上のケースも見られ
ます。若年層でも休業期間が長期化しています！
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８ 行政の取組について

災害発生状況を分析し、災害防止の研修会や周知啓発

のリーフレットの配布、腰痛予防体操の推奨など様々な取

組を行っております。
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８－１ 動作の反動・無理な動作の作業内訳（全国）

27



８－２ 人材確保のためにも腰痛予防対策の取組は必至です
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８－３ 人材確保のためにも腰痛予防対策の取組は必至です
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８－４ 人材確保のためにも腰痛予防対策の取組は必至です

これまで見ていただ
いた腰痛の発生状況
を踏まえて、例えば、
一人介助を極力避け
るなど具体的な対策
を講じる必要がありま
す。
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８－５ 人材確保のためにも腰痛予防対策の取組は必至です

「転倒・腰痛予防！
いきいき健康体操」
の動画は、誰でも視
聴でき、４分ほどで
実践できます。
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８－６ 職場における腰痛予防対策指針について

厚生労働省では、
平成２５年６月に「職
場における腰痛予防
対策指針」を改訂し、
適用範囲を福祉・医
療分野における介護・
看護作業全般に広
げ、腰に負担のない
介助方法などを加え
ました（H25.6.18基発
0618第1号）。
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８－７ 職場における腰痛予防対策指針について

すでに災害発生
状況の統計８－１
で見ていただいた
とおり、左図のよ
うに、ベッド上での
移乗介助におい
て、腰痛が多く発
生しています。
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８－８ 職場における腰痛予防対策指針について
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８－９ 職場における腰痛予防対策指針について
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８－１０ 腰痛予防のためには労働衛生教育も重要です
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８－１１ 腰痛予防のためには労働衛生教育も重要です

例えば、指針においては、腰痛の発生要因として、

①動作要因として前屈（おじぎ姿勢）、ひねり及び後屈ねん転（うっちゃり姿勢）
等の不自然な作業姿勢をとることや、

②環境要因として寒冷な環境（寒冷反射による血管収縮が生じ、筋肉が緊張
することで十分な血流が保たれず、筋収縮及び反射が高まる）や多湿な環境
（温度が高く、汗の発散が妨げられると疲労しやすく、心理的負担も大きくな
る。）に身体を置くことや、

③個人的要因として、年齢差や性差（一般的に女性は男性よりも筋肉量が少
なく体重も軽いことから作業負担が大きくなる。）、体格、筋力（年齢によって変
化する。）

などがあげられていることを腰痛予防教育において触れる必要があります。

（腰痛予防対策指針の解説より）
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１０月１０日は転倒予防の日です

「動作の反動・無理な
動作」の次に多いの
が「転倒」です。

神奈川労働局では、
「ＳＴＯＰ！転倒災害
プロジェクト神奈川」
を推進しています。
腰痛予防との両輪と
して取り組まれるよう
お願いします。
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以上で説明を終わります
新型コロナウイルス感染拡大防止の対策を講じながらの日々の

介護業務の運営に対して、あらためて敬意を表します。

一人でも多くの方が、そして、一つでも多くの事業場において、

腰痛予防対策に取り組まれることを切に願います。
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